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(57)【要約】
【課題】ＮＦＣタグの近傍に配置されるＮＦＣＲ／Ｗ部
の仕様に関わらず、所望の通信設定データを確実に送信
することができる情報処理装置を提供する。
【解決手段】ＭＦＰ１０１は、ＮＦＣタグ２０１の近傍
に配置されたＮＦＣ Ｒ／Ｗ部２０２がＮＦＣタグモー
ドを備え、且つ携帯端末１０３がマーク１０２に近接さ
れた状態である場合、ＮＦＣ Ｒ／Ｗ部２０２のＮＦＣ
タグモードの使用を禁止する。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　近接された携帯端末に近距離無線通信によるデータの送信を実行する第１の近距離無線
通信手段、及び前記第１の近距離無線通信手段と異なる第２の近距離無線通信手段を備え
る情報処理装置であって、
　前記第２の近距離無線通信手段を制御する制御手段と、
　前記近接された携帯端末に前記近距離無線通信による他のデータの送信を実行する送信
機能を前記第２の近距離無線通信手段が備えるか否かを判別する送信機能判別手段と、
　前記携帯端末が近接された状態であるか否かを判別する近接状態判別手段とを備え、
　前記制御手段は、前記第２の近距離無線通信手段が前記送信機能を備え、且つ前記携帯
端末が近接された状態である場合、前記第２の近距離無線通信手段の前記送信機能の使用
を禁止することを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
　前記第２の近距離無線通信手段では、予め設定された間隔で前記送信機能が有効に設定
されることを特徴とする請求項１記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記制御手段は、前記第２の近距離無線通信手段が前記送信機能を備え、且つ前記携帯
端末が近接された状態である場合、前記第２の近距離無線通信手段への電力の供給を停止
することを特徴とする請求項１又は２記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記制御手段は、前記第２の近距離無線通信手段への電力の供給を停止した後に、前記
携帯端末が近接された状態でなくなった場合、前記第２の近距離無線通信手段への電力の
供給を再開することを特徴とする請求項３記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記第１の近距離無線通信手段は、前記データの送信を完了した際に完了通知を送信し
、
　前記制御手段は、前記第２の近距離無線通信手段への電力の供給を停止した後に、前記
完了通知を受信した場合、前記第２の近距離無線通信手段への電力の供給を再開すること
を特徴とする請求項３記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記制御手段は、前記第２の近距離無線通信手段が前記送信機能を備え、且つ前記携帯
端末が近接された状態である場合、前記第２の近距離無線通信手段の前記送信機能を無効
に制御することを特徴とする請求項１記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記携帯端末から放射された電磁波によるＲＦ（Radio Frequency）フィールドの発生
を検知したか否かを示す検知結果を前記第１の近距離無線通信手段から取得し、
　前記近接状態判別手段は、前記検知結果に基づいて前記携帯端末が近接された状態であ
るか否かを判別することを特徴とする請求項１乃至６のいずれか１項に記載の情報処理装
置。
【請求項８】
　近接された携帯端末に近距離無線通信によるデータの送信を実行する第１の近距離無線
通信手段、及び前記第１の近距離無線通信手段と異なる第２の近距離無線通信手段を備え
る情報処理装置の制御方法であって、
　前記第２の近距離無線通信手段を制御する制御ステップと、
　前記近接された携帯端末に前記近距離無線通信による他のデータの送信を実行する送信
機能を前記第２の近距離無線通信手段が備えるか否かを判別する送信機能判別ステップと
、
　前記携帯端末が近接された状態であるか否かを判別する近接状態判別ステップとを有し
、
　前記制御ステップは、前記第２の近距離無線通信手段が前記送信機能を備え、且つ前記
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携帯端末が近接された状態である場合、前記第２の近距離無線通信手段の前記送信機能の
使用を禁止することを特徴とする情報処理装置の制御方法。
【請求項９】
　近接された携帯端末に近距離無線通信によるデータの送信を実行する第１の近距離無線
通信手段、及び前記第１の近距離無線通信手段と異なる第２の近距離無線通信手段を備え
る情報処理装置の制御方法をコンピュータに実行させるプログラムであって、
　前記情報処理装置の制御方法は、
　前記第２の近距離無線通信手段を制御する制御ステップと、
　前記近接された携帯端末に前記近距離無線通信による他のデータの送信を実行する送信
機能を前記第２の近距離無線通信手段が備えるか否かを判別する送信機能判別ステップと
、
　前記携帯端末が近接された状態であるか否かを判別する近接状態判別ステップとを有し
、
　前記制御ステップは、前記第２の近距離無線通信手段が前記送信機能を備え、且つ前記
携帯端末が近接された状態である場合、前記第２の近距離無線通信手段の前記送信機能の
使用を禁止することを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理装置及びその制御方法、並びにプログラムに関し、特に、近距離無
線通信を行う情報処理装置及びその制御方法、並びにプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近距離無線通信、例えば、ＮＦＣ（Near Field Communication）規格に準拠する近距離
無線通信（以下、「ＮＦＣ通信」という。）を行う情報処理装置としてのＭＦＰが知られ
ている。ＭＦＰはＮＦＣ通信を行うためのＮＦＣタグ及びＮＦＣＲ／Ｗ部を備える。ＮＦ
ＣタグはＭＦＰと無線ＬＡＮ通信を行うための通信設定データ等を格納し、格納された通
信設定データを該ＮＦＣタグに近接された携帯端末等にＮＦＣ通信によって送信する。Ｎ
ＦＣＲ／Ｗ部は該ＮＦＣ Ｒ／Ｗ部に近接した社員証等のＩＤカードからＭＦＰのログイ
ン認証を行うためのユーザ情報等をＮＦＣ通信によって受信する（例えば、特許文献１、
２参照）。また、近年では、ＮＦＣ通信によってユーザ情報等を受信する機能の他に、例
えば、ＮＦＣタグのようにデータを格納し、格納したデータをＮＦＣ通信によって送信す
るＮＦＣタグモードを備えるＮＦＣＲ／Ｗ部も開発されている。
【０００３】
　ＭＦＰでは、上述したようにＮＦＣタグ及びＮＦＣＲ／Ｗ部の各モジュールは実行する
処理の内容が異なるので、各モジュールが離れた位置に配置されていると、ユーザは所望
する処理の内容に応じたモジュールの配置位置に機器をかざす操作を行う必要があり、ユ
ーザにとって使い勝手が悪い。これに対応して、ＮＦＣタグ及びＮＦＣＲ／Ｗ部をＭＦＰ
の特定の箇所に集約し、ＮＦＣタグ及びＮＦＣ Ｒ／Ｗ部を近傍に配置することが検討さ
れている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平１０－１３３１２号公報
【特許文献２】特開２００５－１６８０６９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、ＮＦＣタグ及びＮＦＣＲ／Ｗ部を近傍に配置した場合、ＮＦＣ Ｒ／Ｗ
部の仕様によっては、ＭＦＰが所望の通信設定データを送信することができない場合があ
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る。例えば、ＮＦＣ Ｒ／Ｗ部がＮＦＣタグモードに設定され且つ通信設定データと異な
る他の設定データを格納している場合、ＭＦＰは、所望の通信設定データと異なる他の設
定データをＮＦＣＲ／Ｗ部から送信してしまうことがある。これにより、携帯端末は通信
設定データをＭＦＰから取得することができず、その結果、ＭＦＰと無線ＬＡＮ通信の通
信設定を行うことができないという問題が生じる。
【０００６】
　本発明の目的は、ＮＦＣタグの近傍に配置されるＮＦＣＲ／Ｗ部の仕様に関わらず、所
望の通信設定データを確実に送信することができる情報処理装置及びその制御方法、並び
にプログラムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために、本発明の情報処理装置は、近接された携帯端末に近距離無
線通信によるデータの送信を実行する第１の近距離無線通信手段、及び前記第１の近距離
無線通信手段と異なる第２の近距離無線通信手段を備える情報処理装置であって、前記第
２の近距離無線通信手段を制御する制御手段と、前記近接された携帯端末に前記近距離無
線通信による他のデータの送信を実行する送信機能を前記第２の近距離無線通信手段が備
えるか否かを判別する送信機能判別手段と、前記携帯端末が近接された状態であるか否か
を判別する近接状態判別手段とを備え、前記制御手段は、前記第２の近距離無線通信手段
が前記送信機能を備え、且つ前記携帯端末が近接された状態である場合、前記第２の近距
離無線通信手段の前記送信機能の使用を禁止することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、ＮＦＣタグの近傍に配置されるＮＦＣＲ／Ｗ部の仕様に関わらず、所
望の通信設定データを確実に送信することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の実施の形態に係る情報処理装置としてのＭＦＰの正面図である。
【図２】図１のマーク周辺の構成を説明するための図である。
【図３】図１のＭＦＰの構成を概略的に示すブロック図である。
【図４】図２のＮＦＣタグ及びＮＦＣＲ／Ｗ部の構成を概略的に示すブロック図である。
【図５】図１のＭＦＰ及び携帯端末間のＮＦＣ通信の動作を説明するための図である。
【図６】図１のＭＦＰで実行される制御処理の手順を示すフローチャートである。
【図７】図３の表示部に表示される操作ボタンの一例を示す図である。
【図８】図６の制御処理の変形例の手順を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明の実施の形態を図面を参照しながら詳述する。
【００１１】
　本実施の形態では、情報処理装置としてのＭＦＰに本発明を適用した場合について説明
するが、本発明はＭＦＰに限られず、ＮＦＣ通信等の近距離無線通信可能な装置に適用し
てもよい。
【００１２】
　図１は、本発明の実施の形態に係る情報処理装置としてのＭＦＰ１０１の正面図である
。
【００１３】
　ＭＦＰ１０１はコピー、スキャン、及びＦＡＸ通信等の各ジョブを実行する。また、Ｍ
ＦＰ１０１はＮＦＣ通信等の近距離無線通信や、近距離無線通信より高速な無線ＬＡＮ通
信を実行する。ＭＦＰ１０１の外装にはユーザがＮＦＣ通信可能な機器をかざす位置を示
すマーク１０２が設けられ、ＭＦＰ１０１はマーク１０２に近接された携帯端末１０３や
ＩＤカード等とＮＦＣ通信を行う。例えば、ＭＦＰ１０１はマーク１０２に携帯端末１０
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３が近接されると、携帯端末１０３にＭＦＰ１０１と無線ＬＡＮ通信を行うための通信設
定データをＮＦＣ通信によって送信する。また、ＭＦＰ１０１はマーク１０２に社員証等
の図示しないＩＤカードが近接されると、該ＩＤカードからＭＦＰ１０１にログインする
ためのユーザ情報をＮＦＣ通信によって取得する。ＭＦＰ１０１は、図２に示すように、
マーク１０２に近接された携帯端末１０３等とＮＦＣ通信可能な位置にＮＦＣタグ２０１
及びＮＦＣＲ／Ｗ部２０２を備え、ＮＦＣタグ２０１及びＮＦＣ Ｒ／Ｗ部２０２は近傍
に配置される。これにより、ＭＦＰ１０１では、ＮＦＣ通信を用いる処理の実行指示を行
う際に、処理の内容に応じて機器をかざす位置が異なるといった事態をなくすことができ
、ユーザの使い勝手を向上可能となる。
【００１４】
　ＮＦＣタグ２０１はＲＦＩＤ（Radio Frequency Identification）用ＩＣで構成され、
ＮＦＣタグデータを格納する。ＮＦＣタグデータはＭＦＰ１０１のＳＳＩＤ、ＰＡＳＳＫ
ＥＹ、及びＩＰアドレス等の通信設定データである。ＮＦＣタグ２０１はマーク１０２に
近接された携帯端末１０３に対しＮＦＣ通信によって通信設定データを送信する。ＮＦＣ
タグ２０１の構成については後述する。ＮＦＣ Ｒ／Ｗ部２０２はリーダライタモード及
びＮＦＣタグモードを備え、リーダライタモード及びＮＦＣタグモードのいずれか一方が
有効に設定され、他方が無効に設定される。リーダライタモード及びＮＦＣタグモードの
モード切替は予め設定された間隔による時分割で行われる。すなわち、本実施の形態では
、ＭＦＰ１０１はＮＦＣＲ／Ｗ部２０２のＮＦＣタグモードを強制的に無効に設定するこ
とができない。リーダライタモードでは、ＮＦＣＲ／Ｗ部２０２はＩＤカードがマーク１
０２に近接された際にＮＦＣ通信によって該ＩＤカードからＭＦＰ１０１にログインする
ためのユーザ情報を取得する。ＮＦＣタグモードでは、ＮＦＣＲ／Ｗ部２０２は、ＮＦＣ
タグ２０１に格納された通信設定データと異なる他の設定データをＮＦＣタグデータとし
て格納し、ＮＦＣ通信によって他の設定データを送信する。ＮＦＣ Ｒ／Ｗ部２０２の構
成については後述する。
【００１５】
　図３は、図１のＭＦＰ１０１の構成を概略的に示すブロック図である。
【００１６】
　図３において、ＭＦＰ１０１は、ＮＦＣタグ２０１及びＮＦＣＲ／Ｗ部２０２の他に、
制御部３００、記憶部３０４、操作部３０５、無線ＬＡＮ通信部３０９、読取部３１０、
及び印刷処理部３１１を備える。制御部３００は、ＮＦＣタグ２０１、ＮＦＣＲ／Ｗ部２
０２、記憶部３０４、操作部３０５、無線ＬＡＮ通信部３０９、読取部３１０、及び印刷
処理部３１１のそれぞれと接続されている。制御部３００は、ＣＰＵ３０１、メモリ３０
２、及びタイマ３０３を備え、操作部３０５は、操作入力部３０６、表示部３０７、及び
操作音発生部３０８を備える。
【００１７】
　制御部３００はＭＦＰ１０１全体を統括的に制御する。ＣＰＵ３０１は記憶部３０４に
記憶されたプログラムを実行し、制御部３００に接続された各構成要素を制御する。メモ
リ３０２はＣＰＵ３０１の作業領域として用いられ、また、メモリ３０２は各データの一
時格納領域として用いられる。タイマ３０３は制御部３００で実行される各処理の計時を
行う。記憶部３０４はＭＦＰ１０１の各設定情報やＣＰＵ３０１によって実行されるプロ
グラム等を記憶する。例えば、記憶部３０４はＮＦＣタグ２０１にＮＦＣタグデータとし
て書き込まれるＭＦＰ１０１のＳＳＩＤ、ＰＡＳＳＫＥＹ、及びＩＰアドレスを格納する
。操作部３０５はＭＦＰ１０１のユーザインターフェースであり、操作入力部３０６の操
作によって入力された入力情報を受け付ける。また、操作部３０５は液晶パネル等で構成
された表示部３０７にＭＦＰ１０１の各情報を表示する。さらに、操作部３０５は操作音
発生部３０８によって各操作に応じた操作音を出力する。
【００１８】
　無線ＬＡＮ通信部３０９は、該無線ＬＡＮ通信部３０９自身が無線ＬＡＮ通信を行う際
のアクセスポイントとして動作可能であり、他のアクセスポイントを介すことなく、携帯
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端末１０３等と直接無線ＬＡＮ通信を行う。読取部３１０は図示しない原稿台に配置され
た原稿を読み取って画像データを生成する。印刷処理部３１１は読取部３１０等で生成さ
れた画像データに基づいて用紙に印刷を行う。
【００１９】
　図４は、図１のＮＦＣタグ２０１及びＮＦＣＲ／Ｗ部２０２の構成を概略的に示すブロ
ック図である。図４（ａ）はＮＦＣタグ２０１の構成を示し、図４（ｂ）はＮＦＣＲ／Ｗ
部２０２の構成を示す。
【００２０】
　図４（ａ）において、ＮＦＣタグ２０１は、ＮＦＣタグ制御部４０１、メモリ４０３、
ＲＦ（Radio Frequency）制御部４０４、ＲＦＩ／Ｆ４０５、ＲＦフィールド検知部４０
６、及びループアンテナ４０７を備える。ＮＦＣタグ制御部４０１は割り込み信号生成部
４０２を備える。ＮＦＣタグ制御部４０１はメモリ４０３、ＲＦ制御部４０４、及びＲＦ
Ｉ／Ｆ４０５のそれぞれと接続されている。ＲＦ制御部４０４はＲＦＩ／Ｆ４０５と接続
され、ＲＦＩ／Ｆ４０５はＲＦフィールド検知部４０６及びループアンテナ４０７と接続
されている。
【００２１】
　ＮＦＣタグ２０１は近接された携帯端末１０３から電磁波を受信すると、携帯端末１０
３と電磁結合し、当該電磁結合によって生じる起電力を動力源として動作する。ＮＦＣタ
グ制御部４０１は制御部３００とデータ通信を行い、ＮＦＣタグ２０１全体を制御する。
割り込み信号生成部４０２は、メモリ４０３に格納された通信設定データが携帯端末１０
３に送信されると、該通信設定データの送信を完了した旨を示す送信完了割り込み信号（
完了通知）を制御部３００に出力する。メモリ４０３は不揮発性メモリであり、ＮＦＣタ
グデータである通信設定データを格納する。ＲＦ制御部４０４は携帯端末１０３等から受
信された電磁波を電気信号に復調し、復調された電気信号を解析し、該電気信号が示すコ
マンドのレスポンスとなる電気信号を変調する。ＲＦＩ／Ｆ４０５はＮＦＣ通信における
電磁波の放射及び受信の制御を行う。ＲＦフィールド検知部４０６はＮＦＣタグ２０１に
近接された携帯端末１０３等から放射された電磁波によって発生した電磁場であるＲＦフ
ィールドを検知し、検知した結果を制御部３００に出力する。ループアンテナ４０７は、
ループコイル状を呈し、ＮＦＣタグ２０１に近接された携帯端末１０３等とＮＦＣ通信を
行うためのアンテナである。
【００２２】
　図４（ｂ）において、ＮＦＣＲ／Ｗ部２０２は、ＮＦＣ Ｒ／Ｗ制御部４０８、メモリ
４１０、ＲＦ制御部４１１、ＲＦＩ／Ｆ４１２、ＲＦフィールド検知部４１３、及びルー
プアンテナ４１４を備える。ＮＦＣＲ／Ｗ制御部４０８は割り込み信号生成部４０９を備
える。ＮＦＣ Ｒ／Ｗ制御部４０８はメモリ４１０、ＲＦ制御部４１１、及びＲＦＩ／Ｆ
４１２のそれぞれと接続されている。ＲＦ制御部４１１はＲＦＩ／Ｆ４１２と接続され、
ＲＦＩ／Ｆ４１２はＲＦフィールド検知部４１３及びループアンテナ４１４と接続されて
いる。
【００２３】
　ＮＦＣ Ｒ／Ｗ部２０２は電力の供給及び停止を制御部３００によって制御され、供給
された電力を動力源として動作する。ＮＦＣ Ｒ／Ｗ制御部４０８は制御部３００とデー
タ通信を行い、ＮＦＣ Ｒ／Ｗ部２０２全体を制御する。また、ＮＦＣ Ｒ／Ｗ制御部４０
８はリーダライタモード及びＮＦＣタグモードのモード切替制御を行う。割り込み信号生
成部４０９は、ＮＦＣ Ｒ／Ｗ部２０２に近接されたＩＤカードからユーザ情報を取得す
ると、ユーザ情報を取得した旨を示す取得割り込み信号を制御部３００に出力する。メモ
リ４１０は不揮発性メモリであり、ＮＦＣタグ２０１のメモリ４０３に格納された通信設
定データと異なる他の設定データを格納する。ＲＦ制御部４１１は、ＮＦＣ通信を行うた
めの電磁波の復調処理及び変調処理を行う。ＲＦＩ／Ｆ４１２はＮＦＣ通信における電磁
波の放射及び受信の制御を行う。ＲＦフィールド検知部４１３はＮＦＣ Ｒ／Ｗ部２０２
に近接された機器から放射された電磁波によって発生した電磁場であるＲＦフィールドを
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検知する。ループアンテナ４１４は、ループコイル状を呈し、ＮＦＣ Ｒ／Ｗ部２０２に
近接された機器とＮＦＣ通信を行うためのアンテナである。
【００２４】
　次に、ＭＦＰ１０１及び携帯端末１０３の間のＮＦＣ通信の動作について説明する。一
例として、携帯端末１０３がＮＦＣ通信によってＭＦＰ１０１から通信設定データを取得
する場合を前提とする。
【００２５】
　ユーザが携帯端末１０３にＮＦＣ通信の実行指示を行うと、携帯端末１０３は通信設定
データの送信を要求するコマンドを電磁波に変調し、変調された電磁波を放射する（例え
ば、図５（ａ）を参照）。該電磁波は予め設定された所定の間隔で放射される。その後、
ユーザが携帯端末１０３をマーク１０２にＮＦＣ通信可能な所定の距離、具体的に、２０
ｃｍ～３０ｃｍ程度の距離まで近付ける（近接する）と、ＮＦＣタグ２０１のループアン
テナ４０７が携帯端末１０３から電磁波を受信する。
【００２６】
　ＭＦＰ１０１では、ループアンテナ４０７による電磁波の受信に応じてＮＦＣタグ２０
１が携帯端末１０３と電磁結合する。その後、ＲＦフィールド検知部４０６は、当該電磁
結合によって生じる起電力を検知すると、ＲＦフィールドが発生したと判別し、制御部３
００にＲＦフィールドの発生状況を示す図５（ｂ）の検知結果信号５００を出力する。こ
こで、ＲＦフィールド検知部４０６は上記電磁結合によって生じる起電力を検知しないと
き、ＲＦフィールドの発生を検知しない旨を示すＬｏｗレベルの検知結果信号５００を制
御部３００に出力する（例えば、図５（ｂ）の期間５０１，５０２）。また、ＲＦフィー
ルド検知部４０６は上記電磁結合によって生じる起電力を検知したとき、ＲＦフィールド
の発生を検知した旨を示すＨｉｇｈレベルの検知結果信号５００を制御部３００に出力す
る（例えば、図５（ｂ）の期間５０３）。制御部３００は、検知結果信号５００がＬｏｗ
レベルからＨｉｇｈレベルへ遷移したことを検知すると、ＮＦＣ通信可能な機器、例えば
、携帯端末１０３がマーク１０２に近接したと判別する。
【００２７】
　次いで、ＭＦＰ１０１では、ＲＦ制御部４０４が受信された電磁波を復調してコマンド
を解析し、解析結果に応じて通信設定データを電磁波に変調し、解析したコマンドのレス
ポンスとして該電磁波を携帯端末１０３に放射する。携帯端末１０３に電磁波が放射され
ると、割り込み信号生成部４０２が送信完了割り込み信号を制御部３００に送信する。
【００２８】
　携帯端末１０３は、ＭＦＰ１０１から電磁波を受信すると、当該電磁波を復調して通信
設定データを取得し、該通信設定データを設定する。これにより、ＭＦＰ１０１及び携帯
端末１０３の間で無線ＬＡＮ通信が実行可能となる。
【００２９】
　ここで、ＮＦＣタグ２０１の近傍にＮＦＣＲ／Ｗ部２０２が配置された場合、ＮＦＣ 
Ｒ／Ｗ部２０２の仕様によっては、ＭＦＰ１０１が所望の通信設定データを送信すること
ができない場合がある。例えば、ＮＦＣ Ｒ／Ｗ部２０２が時分割でモード切替される仕
様である場合、ＮＦＣ Ｒ／Ｗ部２０２のＮＦＣタグモードを強制的に無効にすることが
できない。この場合、ＭＦＰは、所望の通信設定データと異なる他の設定データをＮＦＣ
Ｒ／Ｗ部２０２から送信してしまうことがある。これにより、携帯端末１０３は所望の通
信設定データをＭＦＰから取得することができず、その結果、ＭＦＰ１０１と無線ＬＡＮ
通信の通信設定を行うことができないという問題が生じる。
【００３０】
　これに対応して、本実施の形態では、ＮＦＣ Ｒ／Ｗ部２０２がＮＦＣタグモードを備
え、且つ携帯端末１０３がマーク１０２に近接された状態である場合、ＮＦＣ Ｒ／Ｗ部
２０２のＮＦＣタグモードの使用が禁止される。
【００３１】
　図６は、図１のＭＦＰ１０１で実行される制御処理の手順を示すフローチャートである
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。
【００３２】
　図６の処理は、ＣＰＵ３０１が記憶部３０４等に格納されたプログラムを実行すること
によって行われ、ＮＦＣ Ｒ／Ｗ部２０２への電力の供給が予め行われていることを前提
とする。
【００３３】
　図６において、まず、ＣＰＵ３０１はＮＦＣ Ｒ／Ｗ部２０２から該ＮＦＣ Ｒ／Ｗ部２
０２の機種情報を取得し、取得した機種情報に基づいてＮＦＣ Ｒ／Ｗ部２０２がＮＦＣ
タグモードを備えているか否かを判別する（ステップＳ６０１）（送信機能判別手段）。
【００３４】
　ステップＳ６０１の判別の結果、ＮＦＣ Ｒ／Ｗ部２０２がＮＦＣタグモードを備えて
いるとき、ＣＰＵ３０１はＮＦＣタグ２０１におけるＲＦフィールドの発生を検知するま
で待機する。ＣＰＵ３０１は、検知結果信号５００に基づいてＮＦＣタグ２０１における
ＲＦフィールドの発生を検知すると（ステップＳ６０２でＹＥＳ）（近接状態判別手段）
、ＮＦＣ Ｒ／Ｗ部２０２のＮＦＣタグモードの使用を禁止する（ステップＳ６０３）。
具体的に、ＣＰＵ３０１はＮＦＣＲ／Ｗ部２０２への電力の供給を停止する。その後、Ｃ
ＰＵ３０１はＮＦＣタグ２０１におけるＲＦフィールドが消滅するまで待機する。ＣＰＵ
３０１は、検知結果信号５００がＨｉｇｈレベルからＬｏｗレベルに遷移してＮＦＣタグ
２０１におけるＲＦフィールドの消滅を検知すると（ステップＳ６０４でＹＥＳ）、ＮＦ
Ｃ Ｒ／Ｗ部２０２のＮＦＣタグモードの使用の禁止を解除する（ステップＳ６０５）。
具体的に、ＣＰＵ３０１はＮＦＣ Ｒ／Ｗ部２０２への電力の供給を再開する。その後、
ＣＰＵ３０１は本処理を終了する。
【００３５】
　ステップＳ６０１の判別の結果、ＮＦＣ Ｒ／Ｗ部２０２がＮＦＣタグモードを備えて
いないとき、ＣＰＵ３０１は本処理を終了する。
【００３６】
　上述した図６の処理によれば、ＮＦＣタグ２０１の近傍に配置されたＮＦＣ Ｒ／Ｗ部
２０２がＮＦＣタグモードを備え、且つ携帯端末１０３がマーク１０２に近接された状態
である場合、ＮＦＣ Ｒ／Ｗ部２０２のＮＦＣタグモードの使用が禁止される。すなわち
、携帯端末１０３がマーク１０２に近接された際に所望の通信設定データと異なる他の設
定データがＮＦＣ Ｒ／Ｗ部２０２から送信されることが無い。これにより、ＮＦＣタグ
２０１の近傍に配置されるＮＦＣ Ｒ／Ｗ部２０２の仕様に関わらず、所望の通信設定デ
ータを確実に送信することができる。
【００３７】
　また、上述した図６の処理では、ＮＦＣ Ｒ／Ｗ部２０２において、予め設定された間
隔でＮＦＣタグモードが有効に設定される。すなわち、ＮＦＣ Ｒ／Ｗ部２０２ではＮＦ
Ｃタグモードを強制的に無効に設定することができない。これにより、ＮＦＣタグ２０１
の近傍に配置されたＮＦＣ Ｒ／Ｗ部２０２が、ＮＦＣタグモードを強制的に無効に設定
することができない仕様であっても、近接された携帯端末１０３に所望の通信設定データ
を送信することができる。
【００３８】
　さらに、上述した図６の処理では、ＮＦＣ Ｒ／Ｗ部２０２がＮＦＣタグモードを備え
、且つ携帯端末１０３がマーク１０２に近接された状態である場合、ＮＦＣ Ｒ／Ｗ部２
０２への電力の供給が停止される。これにより、所望の通信設定データと異なる他の設定
データがＮＦＣ Ｒ／Ｗ部２０２から送信されるのを確実に防止することができる。
【００３９】
　上述した図６の処理では、ＮＦＣタグ２０１から送信された検知結果信号５００に基づ
いて携帯端末１０３がマーク１０２に近接された状態であるか否かが判別される。これに
より、携帯端末１０３がマーク１０２に近接された状態であるか否かを容易に判別するこ
とができる。
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【００４０】
　以上、本発明について、上述した実施の形態を用いて説明したが、本発明は上述した実
施の形態に限定されるものではない。
【００４１】
　例えば、ステップＳ６０３において、ＮＦＣ Ｒ／Ｗ部２０２への電力の供給が停止さ
れた際に、ＮＦＣ Ｒ／Ｗ部２０２への電力の供給の再開を指示する図７の操作ボタン７
０１（受付手段）を表示部３０７に表示しても良い。
【００４２】
　また、本実施の形態では、ＮＦＣ Ｒ／Ｗ部２０２のＮＦＣタグモードの使用を禁止す
る方法として、ＮＦＣ Ｒ／Ｗ部２０２への電力の供給を停止したが、ＮＦＣ Ｒ／Ｗ部２
０２のＮＦＣタグモードの使用を禁止する方法はこれに限られない。例えば、ＮＦＣ Ｒ
／Ｗ部２０２のモード切替を制御部３００が制御可能である場合、ＮＦＣＲ／Ｗ部２０２
のＮＦＣタグモードを無効に制御しても良い。これにより、ＮＦＣ Ｒ／Ｗ部２０２を起
動したまま、所望の通信設定データと異なる他の設定データがＮＦＣ Ｒ／Ｗ部２０２か
ら送信されるのを確実に防止することができる。
【００４３】
　さらに、本実施の形態では、ＮＦＣタグ２０１による通信設定データの送信が完了した
場合、ＮＦＣ Ｒ／Ｗ部２０２への電力の供給を再開しても良い。
【００４４】
　図８は、図６の制御処理の変形例の手順を示すフローチャートである。
【００４５】
　図８の処理は、ＣＰＵ３０１が記憶部３０４等に格納されたプログラムを実行すること
によって行われ、ＮＦＣ Ｒ／Ｗ部２０２への電力の供給が予め行われていることを前提
とする。
【００４６】
　図８において、まず、ＣＰＵ３０１はステップＳ６０１～Ｓ６０３の処理を行う。次い
で、ＣＰＵ３０１は、検知結果信号５００に基づいてＮＦＣタグ２０１におけるＲＦフィ
ールドの消滅を検知する、又は送信完了割り込み信号（完了通知）をＮＦＣタグ２０１か
ら受信すると（ステップＳ８０１でＹＥＳ）、ステップＳ６０５以降の処理を行う。
【００４７】
　上述した図８の処理では、ＮＦＣ Ｒ／Ｗ部２０２への電力の供給を停止した後に、Ｒ
Ｆフィールドの消滅を検知した場合又は送信完了割り込み信号を受信した場合、ＮＦＣ 
Ｒ／Ｗ部２０２への電力の供給が再開される。これにより、ＮＦＣ Ｒ／Ｗ部２０２の停
止期間を最小限にすることができ、もって、ＮＦＣ Ｒ／Ｗ部２０２の使用が必要以上に
制限されるのを防止することができる。
【００４８】
　本発明は、上述の実施の形態の１以上の機能を実現するプログラムをネットワーク又は
記憶媒体を介してシステム又は装置に供給し、該システム又は装置のコンピュータにおけ
る１つ以上のプロセッサがプログラムを読み出して実行する処理でも実現可能である。ま
た、本発明は、１以上の機能を実現する回路（例えば、ＡＳＩＣ）によっても実現可能で
ある。
【符号の説明】
【００４９】
１０１　ＭＦＰ
１０３　携帯端末
２０１　ＮＦＣタグ
２０２　ＮＦＣ Ｒ／Ｗ部
３００　制御部
３０１　ＣＰＵ
５００　検知結果信号
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